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        単  元       年    組    番 

６年「憲法とわたしたちのくらし」 氏名 

チャレンジシート① 学ぶ 

日本国憲法… 国のきまりのなかで最高のものであり、すべての法律は日本国憲法をもとにつくられてい

ます。１９４６年の１１月３日に公布、１９４７年の５月３日に施行されました。日本国憲

法には、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三つの大きな柱があります。 

日本国憲法の三つの柱 

日本国憲法の三つの柱 

国民主権 基本的人権の尊重 平和主義 

政治の主人公は国民 

・国民は、選挙で代表者（国会

議員）を選び、それを通して主

権を行使している。 

 

・憲法改正は、国民投票によっ

て可能である。 

 

・最高裁判所の裁判官を国民が

審査することができる。 

 

・地方自治体の長（知事・市町

区村長）や議員を選ぶことがで

きる。 

生まれながらの権利を保障 

・だれもが生命や身体の自由が

大切にされ、人間らしく生き

る権利をもっている。 

 

・さまざまな権利とともに、国

民が守らなければならない義

務も定められている。 

二度と戦争をしない 

・争いを武力で解決しない。 

・戦力をもたない。 

・国の交戦権は認めない。 

 

 

教育を受ける権利 

働く権利 

政治に参加する権利 

健康で文化的な生活をする権利 

法の下の平等      など 

 

 

税金を納める義務 

働く義務 

子どもに教育を受けさせる義務 

権 利 

義 務 

非核三原則 

・核兵器をもたない 

・核兵器をつくらない 

・核兵器をもちこませない 

 

核兵器のない世界を目指す

運動 

・原水爆禁止世界大会 

・戦争、被爆体験を語りつぐ

活動 



 

 学習日    年   月   日 

 

１．日本国憲法の三つの柱について、（       ）に当てはまる語句を書きましょう。 

 

 

 

 

 

①     ②  ③    

 

 

 

 

 

 

２．次の図は、日本国憲法の三つの柱のうち、上の①について表したものです。（  ）に

あてはまる記号を下の□から選んで書き入れましょう。 

 

 

 

 

  

①                      ②   

  

 

 

 

 

③   ④ 

                             

        単  元    年   組   番 

７問 
６年「憲法とわたしたちのくらし」 氏名 

チャレンジシート② きほん 

日本国憲法の三つの柱 

政治の主人公は国民 
生まれながらの権利

を保障 

二度と戦争をしない 

国 民 

国 会 地方自治 

憲法改正 

裁判所 

○ア国民投票    ○イ国民審査    ○ウ知事・市区町村長・議員を選挙 

○エ国会議員を選挙   ○オ内閣総理大臣の指名 



 

                           学習日    年   月   日    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        単  元       年    組    番 

６年「憲法とわたしたちのくらし」 
 

氏名 

チャレンジシート① 学ぶ 

国の政治は、国会（立法）・内閣（行政）・裁判所（司法）の三つの機関が仕事を分

担して進めています。また、それぞれの機関が独立し、おたがいの仕事を監視するこ

とで、権力が一つのところに集まらないようなしくみになっています。このような政

治のしくみを「三権分立」といいます。 

 

 

国会・内閣・裁判所の仕事 

○国会のおもな仕事 

・法律をつくる 

・国の予算を決める 

・内閣総理大臣を指名する 

・外国と結んだ条約を承認する 

・裁判官を裁判する 

 

●国会のしくみ 

・国会は、国の政治の進む方向

を決める機関で、参議院と衆議

院がある（二院制） 

・国会議員は国民により全国か

ら選挙される 

 

 

○内閣のおもな仕事 

・国会で決められた予算をも

とに政治を行う 

・法律案や予算案をつくって

国会に提出する 

・外国と条約を結ぶ 

・最高裁判所長官を指名し、

裁判官を任命する 

・衆議院の解散を決める 

 

●内閣のしくみ 

・内閣の最高責任者は、内閣

総理大臣 

・内閣総理大臣は国務大臣を

任命して内閣を組織し、政治

を進める 

○裁判所のおもな仕事 

・人々の間で争いや犯罪が

おこったときに、憲法にも

とづいて判断し、解決する 

・国会が決めた法律や内閣

がおこなう政治が憲法に

違反していないかどうか

判断する 

 

●裁判所のしくみ 

・裁判所の判決に納得でき

ない場合、上級の裁判所に

うったえることができる 

 

↑ 三権分立のしくみ 



                

   学習日    年   月   日 

    

１． 下の図は国の政治のしくみと国民とのかかわりについて表しています。 

（１）図のＡ、Ｂ、Ｃにあてはまる機関の名前を書きましょう。 

 

                        

 

 ① ②                                   

                             ③ ④ 

  

 

 

                       

 

⑥  

Ａ  Ｂ               Ｃ  

 

（２）上の図の①～⑥はそれぞれの機関の役割を表しています。①～⑥にあてはまる記号を

下のから    選んで書きましょう。 

①（         ）   ②（          ）   ③（          ） 

④（         ）   ⑤（          ）   ⑥（            ） 

 

 

 

 

 

（３）上の図のように、国の政治の役割を三つの 

機関に分担しているしくみを何といいますか。 

 

（４）国の政治のしくみが（３）のようになっている理由を書きましょう。 

 

        単  元    年    組    番 

１１問 
６年「憲法とわたしたちのくらし」 氏名 

Ａ 

立法権 

Ｂ 

（司法権） 

Ｃ 

（行政権） 

チャレンジシート② きほん 

国民 

    

○ア 法 律 が 憲 法 に 違 反 し て い な い か 調 べ る  ○イ 内 閣 総 理 大 臣 を 選 ぶ               

○ウ 裁判官を任命する    ○エ 政治が憲法どおり行われているか調べ る                

○オ衆議院を解散させる       ○カ裁判官を裁判する 

 

選挙 

世論 国民審査 

⑤ 


